９．高次脳機能障害対策の推進について
　高次脳機能障害の支援については、精神障害者の一部として、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の都道府県が行う専門的な相談支援として、「高次脳機能障害支援普及事業」を実施している。
同事業は、今年度には全ての都道府県で実施され、また昨年１１月１日現在、同事業で行う「高次脳機能障害支援普及事業支援拠点機関」は４２都道府県に設置されるに至った。今後、相談・研修・普及事業等、同事業の内容の充実が図られ、高次脳機能障害者及び家族への十分な支援体制が整備されるようお願いしたい。
また、高次脳機能障害支援における精神保健医療福祉との連携を進めるうえで、以下の点について留意されたい。
・精神保健福祉手帳の認定において、「高次脳機能障害」の診断名での申請については可能なものとしている
・高次脳機能障害の精神医療に関わる部分については、自立支援医療において給付可能なものとしている
・衝動性、気分障害などの精神症状における精神医療の提供について、支援拠点機関との連携に協力いただきたい
・精神障害者を対象とする福祉施設での受け入れについて、支援拠点機関との連携に協力いただきたい
次に、国立障害者リハビリテーションセンターを通じ、「高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会」及び「支援コーディネーター全国会議」を開催しており、都道府県における体制の整備、関係職員の資質の向上のため、各都道府県においては、自治体や関係機関等に所属する職員の派遣について、特段の配慮をお願いしたい。
同センターにおいては、来年度より、高次脳機能障害者に対する生活訓練の充実（利用定員増）、高次脳機能障害に関する研究体制の整備を行い、高次脳機能障害に対する取組の拡充を図っており、今後とも同センターから提供する情報について、管内関係機関等への周知をお願いする。
（　国立障害者リハビリテーションセンター　高次脳機能障害に関するHP　）
http://www.rehab.go.jp/ri/brain_fukyu/index.shtml
（高次脳機能障害支援普及事業　概要）
1 都道府県実施分 

ア．支援拠点機関（リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院等）に相談支援コーディネーター（社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害者に対する専門的相談支援を行うのに適切な者）を配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う。 

　　 イ．自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳機能障害支援の普及を図る。 

　 

2 国立障害者リハビリテーションセンター実施分 

　　　　高次脳機能障害者の全国的な支援体制の強化を図るため、「全国高次脳機能障害支援普及拠点センター」として、都道府県における地方支援拠点機関等の相談支援事業の円滑な運営を支援するため（高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会）、専門的な助言・指導及び関係機関の職員の研修会（支援コーディネーター全国会議）等を実施する。 

